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・経営状況は、平成9年に料金値上げをして以降、収益の減少を上回る費用の削減により平
成13年度を除き黒字を維持。（H10⇒H25で収益206億円減に対し費用252億円減）

・一般会計からの補助金は近年ほとんどなく、独立した事業である。

・今後も水需要（＝収益）の下げ止まりは見込めない状況にあり、厳しい経営環境にある。

（１）本市の現状分析
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① 収益・費用等の推移
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１．運営権制度活用検討の背景（本市水道事業の経営課題）
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② 水道管路の状況

・1960年代前後の高度経済成長期に整備した管路が多いため、毎年計画的な整備に努め
ているものの、他都市と比較して、経年化管路（法定耐用年数40年を超過した管路）の
割合が高くなっている。

・また、管路の耐震化率は他都市と同等レベル、管路更新率は類似都市平均をやや上回っ
ているが、まだまだ高い水準とはいえない。

・経年化管路率の改善及び管路の耐震化率を向上させるため、管路の更新を現状から促進
していく必要があり、多額の事業費を要する。

経年化管路率 ＝
(法定耐用年数[40年]を超えた管路延長)／
(管路総延長)×100

管路の耐震化率 ＝
(耐震管延長)／(管路総延長)×100

管路の更新率 ＝
(１年間に更新された管路延長)／
(管路総延長)×100
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数値は25年度、大阪市調べ
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③ 技術力・ノウハウ

・高度浄水処理とは、通常の浄水処理に、オゾン処理と粒状活性炭処理を加えたもので、
これにより、かび臭の除去や発がん性が指摘されているトリハロメタンの低減が可能と
なっている。

・日本で初めて水道GLPの認証を取得し、精度と信頼性を確保した水質検査を実施すると
ともに、より高度な検査手法の研究開発に取り組んでいる。

・ISO22000の認証を取得し、水づくりの安全管理に取り組んでいる。

・より安全で良質な水づくりをめざして、新たな浄水処理方式（活性炭吸着・生物処理と
膜分離の組み合わせ）の研究開発に取り組むなど、技術・ノウハウの維持・向上にも努
めている。

・今後、これらの技術・ノウハウを市域以外の事業展開に活かすことが課題である。

※水道GLP：水道の水質試験組織を対象に、高い精度で水質試験を行うための管理基準で、「ＧＬＰ」とは「Good Laboratory Practice」
の略である。検査の信頼性の確保策として、食品衛生分野や医薬品分野などの試験検査等でも導入されている。
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主な技術力・ノウハウ

(A) 高度浄水処理の導入（平成12年3月から市内全域に通水）

(B) 水道GLP※（水道水質検査優良試験所規範）の認証
（平成17年12月に取得）

(C) ISO22000（食品安全管理の国際規格）の認証
（平成20年12月に取得）

(D) 最適先端処理技術実験施設での調査研究
（平成21年9月より実施）

ISO22000の認証
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・水需要の減少が今後とも続くと見込まれる一方、管路耐震化のペースアップを
実現するためには多額の事業費が必要。

・本市水道事業の経営環境が極めて厳しい中、お客さまに新たな負担を求めるこ
となく、将来にわたり、事業の持続性を確保していくためには、水道事業の公
共性、安心・安全の担保を前提としつつ（「公共性の確保」）、これまで以上
に事業運営全般にわたって効率性を高めていくことが不可欠（「効率性の追求
」）。

・その上で、市の持つ技術力を活かし、国内外での新たな事業展開を積極的に推
進（「発展性の追求」）するとともに 、事業運営の広域化（「規模の拡大」）
をめざしていく。

（２）現状分析から見た課題と解決策

①「経営の自由度を発揮し、事業の効率性、持続性及び発展性の確保をめざす
こと」

②「水道事業の公共性を確保すること」

→この2つの視点の両立が可能となる経営手法の追求が必要

今後の事業運営においてめざす視点
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公共施設等運営権＝公共施設等運営事業を実施する権利

公共施設等運営権とは、公共施設等の所有権のうちから公共施設等を運営
して利用料金を収受する権利を切り出したみなし物権であり、事業者は、公
共施設等の運営・維持管理を行い、当該施設の利用料金を自らの収入として
収受する。

（対象事業の例） ・水道事業 ・空港事業
・工業用水道事業 ・道路事業 等

主な特徴
・水道施設総体に運営権を設定することが可能
・運営権者は、利用料金を自らの収入として収受し、事業の運営を行う
・運営権の範囲内で、管路や浄水施設等の更新を行うことが可能

5

「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」より作成

（１）公共施設等運営権制度とは

２．運営権制度の概要、スキーム
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・市と運営会社が運営権実施契約を締結

・市は、安心・安全の確保などについて要

求水準を定め、モニタリングを行うこと

で運営会社への履行を義務付け

・水道料金は、ＰＦＩ法に基づき、その上

限を条例で規定

水道事業の特性を踏まえつつ、本市水道事業の課題解決及び今後のめざすべき事
業展開を実現するためには、「公共施設等運営権制度」を活用することが、公営
企業を含む様々な経営形態の中で、最善の手法

① 公共施設等運営権制度を活用することとした趣旨
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（２）公共施設等運営権制度の活用について

・水道施設の所有権を市が保有したまま、

運営権を付与された運営会社が、水道事

業認可を取得したうえで事業を実施

・運営は、運営会社の創意工夫により効率

性、発展性の追求が可能

市のガバナンスを確保
（公共性の確保）

民による経営の自由度を発揮
（効率性、発展性の追求）

・直面する経営課題を解決し、今後の事業運営においてめざす視点を実現するためには、
法制度面などで様々な制約のある「地方公営企業」としての経営では一定の限界が存在

・一方、これまで公営の水道事業者として提供してきた安心・安全のサービスレベルを維
持するなど、事業持続性に最大限配慮するためには、市（市民、市会）によるガバナンス
を確保することが重要
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民間事業者
（運営権者）

大阪市
（管理者）

利用者

①公共施設等運営権の契約

厚労省

④職員・業務等の移管 地方公営企業法上の
水道事業（特別会計）

運営権

⑤サービス
提供

水道
料金

③供給
規程

水道法上の水道事業者

⑦運営権の対価等の支払い

⑧モニタリング

・経営管理 ・整備計画作成
・施設更新 ・施設運転管理
・お客さまサービス

・施設保有、処分 ・資金借入、返済
・モニタリング

・財務省
・地方公共団体

金融機構

資金借入
・返済

⑥施設更新

②水道事業認可

対象業務

②水道事業廃止許可

金融機関

資金
調達

② 公共施設等運営権制度を活用した事業スキーム

⑥施設更新に対する一部負担

・大阪市＝施設保有者として公の施設（地方自治法）を保有し、運営権を民間事業者へ付与
・民間事業者＝水道事業認可を取得し、料金の直接収入から維持管理、施設更新まで認可上認め
られた水道事業を実施
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水道施設
保有

【公の施設】
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③ 法的課題の整理

法的課題 関係省庁との協議に基づく整理内容

水道事業認可
公共施設等運営権を民間事業者に設定し、民間事業者が水道事業を経営する場
合は、民間事業者が水道法に基づく事業認可を取得する。なお、この場合、市
の水道事業認可については、同法に基づく廃止の許可を受けることとなる

国庫補助等
公共施設等運営権制度活用後も、市が施設の管理主体として復旧事業を行う場
合は、公営企業として運営する場合と同様に、補助要綱に基づく国庫補助の対
象になり得る

市が保有する水道施設
の位置づけ

当該水道施設は引き続き「公の施設」としての要件を満たすこととなる

市に残る事業
市が行う事業内容（水道施設の保有、既発企業債の返済、民間事業者の経営モ
ニタリング等）及び今回のスキームを踏まえると、市に残る事業については、
「地方公営企業法上の水道事業」に該当することとなる

指定管理者制度との併
用

市が検討する案では、施設の使用許可等の行政処分に相当する行為は存在しな
いため、指定管理者の指定を行う必要はない

市の企業債の取り扱い
・既発企業債は、繰り上げ償還をする必要がない
・運営権者が行う更新投資に対して、市がその一部を負担した場合、市は負担財
源を企業債にて賄うことが可能

水利使用許可申請及び
許可を受ける主体

公共施設等運営権制度活用後の水利使用許可申請についても、施設を保有する
本市が一括して一連の申請を行い、許可を受ける主体となる

運営権者が行う更新投
資に対する会計・税務
処理

市が整備した既存施設に対する運営権者の金銭負担と、運営権者が実施する更
新投資に対する市の負担について、適切な負担区分を定め、それに基づく会
計・税務処理を行うことで、現行の地方公営企業会計における減価償却費と同
程度の費用（損金）計上が可能となる

8
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・特定事業の選定に関すること
・民間事業者の募集及び選定に関すること
・公共施設等運営権に係る公共施設等の運営権の内容に関すること
・公共施設等運営権の存続期間に関すること
・運営権者の責任の明確化等事業の確実な実施の確保に関すること
・利用料金に関すること
・事業の継続が困難になった場合における措置に関すること など

注）この章では、運営会社をPFI法上の名称である「運営権者」と表記している。

３．実施方針（案）の概要

（１）ＰＦＩ法において実施方針に記載が求められている内容

実施方針を策定するにあたり、ＰＦＩ法第５条第２項及び第17条において法定
記載事項として示されている主な内容
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（２）実施方針の全体像

大阪市水道特定運営事業等実施方針（案）（以下「実施方針（案）」という。）とは、PFI法第5
条及び第17条に基づき、事業の内容、民間事業者の選定方法や事業実施に当たっての市が求める諸
条件をとりまとめたもの

10

実施方針（案）に記載する主な項目

①民間事業者の選定に関する考え方
→市が100％出資する会社に運営権を付与すること
将来、当該会社に民間事業者からの出資の受入れにあたっての基本的な考え方 など

②特定事業の選定に関する事項
→事業期間、運営権の範囲、要求水準書の体系、更新投資の取扱い、運営権者に移管
する資産、運営権対価 など

③職員の引き継ぎ及びその条件に関すること

④市と運営権者のリスク分担に関すること

⑤モニタリングに関すること

⑥運営権の処分、運営権者の株式の新規発行及び処分の制限に関すること

⑦水道料金の上限設定、料金見直しの手続きに関すること

⑧スケジュール

⑨その他必要事項
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（３）事業実施にあたっての基本理念

・特定事業の契約当事者として、事業
運営が安定的に実施されるよう、適
切にモニタリングを実施する

・災害等で水道施設が損壊した場合
に、施設所有者として、主体的に、
施設の復旧等、必要な措置を講ずる

市と運営権者は、市民生活、都市活動に１日たりとも欠かすことのできない極めて高

い公共性を持つ水道事業の特性を認識し、お互いが密接に連携・協力の上、平常時には、

常に安全で良質な水の安定供給を確保するとともに、災害等の不可抗力事由により水道施

設に物理的損壊が生じた場合においても、早期復旧に最大限努めるなど、事業持続性の確

保に向け、下記に掲げる役割を誠実に果たすものとする。

・事業認可を受けた水道事業者とし
て市水道事業を安定的かつ効率的
に進める

・自らが保有する水道技術及びノウ
ハウ等を最大限活用し、事業の発
展性を最大限追求する

運営権者市

それぞれの役割を最大限果たすことで、安定的かつ効率的に水道事業を進める

11
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（４）市が運営権者に求める要求水準

・これまで市が水道事業者として提供してきた安心・安全のサービスレベルを維
持するため、水質管理、施設整備、危機管理、お客さまサービスなどに関し、
市が求める水準を明記

・運営権者は、この要求水準の内容を満たす事業計画書を策定

・運営権者は、事業期間中、この要求水準を遵守することが義務付けられるとと
もに、市が行うモニタリングの基準となる。

市による適切なガバナンスを確保し、市域水道事業における高水準の
サービスレベル、安心・安全の取組みを担保

・ 特定事業全体に係る要求水準
・ 水道施設運用に関する業務の要求水準
・ 水道施設整備計画に関する業務の要求水準
・ 水道施設維持管理に関する業務の要求水準
・ 危機管理に関する業務の要求水準
・ お客さまサービスに関する業務の要求水準
・ 地域との共生に関する業務の要求水準

市

運
営
権
者

要求水準書

12



OSAKA Municipal Waterworks Bureau

大阪市水道局

（５）市と運営権者におけるリスク分担

リスクの種類 責任者

通常の事業運営に伴
うリスク

原則として、水道事業者である運営権者がリスクを負う

震災、風水害等の自
然災害など不可抗力
の事象により、水道
施設に物理的損壊が
生じた場合のリスク

・市は施設所有者として、国庫補助など復旧に向けた財源を
確保し、施設復旧計画を運営権者と協議の上策定する

・一方、運営権者は、水道料金の収入の範囲内等において、復
旧のために必要な対応を行う

・国庫補助等の措置によっても、施設復旧及び事業継続の確保
が困難な場合は、市による財政措置、水道料金の改定、事業
期間の延長など、必要な措置を講じる

① 基本的な考え方

運営権制度（上下分離方式）の特性を活かし、災害時等の非常時には市が主体
的な役割を果たし、水道事業の公共性、事業持続性の担保に責任を持つ仕組み

※以上の基本的考え方に基づき、市と運営権者のリスク分担表を策定

13
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リスク
の種類

リスクの内容 リスクの具体例

リスク分担

市
運営
権者

不可抗
力リス
ク

自然災害等による水道施設
の損壊等
（豪雨、暴風、高潮、洪水、
落盤、地滑り、噴火、地震、
津波等）

国庫補助の対象となるような大規模災害が発生し、水道施設の
損壊が生じた場合

○ △

水道施設の損壊が、運営権者が通常行う維持管理の範囲内で対
応できる場合

○

人的災害等による水道施設
の損壊や安全性の問題
（戦争、暴動、騒乱、騒擾、
テロ、放射能汚染、疫病等）

国庫補助の対象となるような大規模災害が発生し、水道施設の
損壊が生じた場合、又は安全性の観点から水道水の供給を停止
しなければならない場合

○ △

水道施設の損壊や安全性において、運営権者が通常行う維持管
理や水質管理の範囲内で対応できる場合

○

物価、
金利等
変動リ
スク

急激な物価、金利等の変動
による給水原価の大幅な上
昇

事業計画の前提条件を超える急激な物価、金利等の変動により、
料金上限の改定やその他必要な措置を講じなければ、事業の持
続性を確保できない場合

○

急激な物価、金利等の変動があったものの、他の要素の削減に
よって経営改善の余地がある場合

○

② リスク分担の例示

上記以外で、市と運営権者のリスク分担として明確に定めておかなければならない、法制度（法令・
条例改正等）、第三者賠償、市から運営権者への事業移管時（運営権実施契約後の事業開始遅延、
施設瑕疵）、事業運営（原水不足、水質変化等）のリスクなどを、実施方針（案）の別紙３「リスク分担
表」として整理している。

注１）リスク分担欄で○を付している方がそのリスクを負う。
注２）一方に○、他方に△を付している場合は、○側が主たるリスクを負い、△側も一定のリスクを負う。
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運営権者が要求水準書に定められた要求水準を達成し、業務を適正かつ確実に履行してい
るか確認し、評価するため、運営権者によるセルフモニタリング及び市によるモニタリング
を実施する。
また、モニタリングの評価に際し、専門的・客観的立場からの意見を求めるため、外部有

識者機関を市長の附属機関として設置する。

役 割 ①市のモニタリング結果に対する意見具申
②水道料金の上限を改定する場合における
改定案の審査及び答申

③10事業年度ごとに実施する「総合評
価」の実施

設置根拠
地方自治法の規定により、条例に基づく市
長の附属機関として設置

開催頻度 年２回程度(ただし、必要に応じ随時開催)

委員定数 ７名以内(学識経験者、会計士、弁護士等)

任 期 ５年

必要に応じ
業務改善指示等

意見具申

業務報告書、
決算資料等の提出

評価内容の報告

（６） モニタリング

運
営
権
者

市

外
部
有
識
者
機
関

要求水準を適切に理解し、関係法令等に基づき業務を適正かつ確実に履行しているか自ら確認したう
え、その結果を業務報告書として市に提出する。また、決算資料等についても、市に提出する。

運営権者によるセルフモニタリング

業務報告書・決算資料等を基に、要求水準の達成状況・経営状況を確認し、評価する。必要に応じて、
資料請求や実地調査等を実施する。

市によるモニタリング

市の評価結果に対して、運営権者の要求水準の達成状況、
経営状況及び料金水準等について、専門的、客観的立場か
ら審査し、市に意見を具申する。

外部有識者機関による審査

15
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（７）水道料金の改定
① 水道料金の上限の決定

② 料金上限を超える水道料金の改定手続き

＜料金上限を超える水道料金改定時のフロー＞

市
と
運
営
権
者
に
よ
る
協
議

運
営
権
者
が
厚
生
労
働
省
に

認
可
申
請

厚
生
労
働
省
の
認
可

市
会
で
条
例
改
正
案
の
審
議

水
道
料
金
改
定

お客さま、経済団体等

パブリックコメントなど

諮問 意見
具申

審査機関

消費者

外部有識者機関

運
営
権
者
が
市
へ
届
出

・市は、水道料金について、現行料金に基づき条例において上限を定める。
・事業開始時の水道料金は、条例の上限範囲内で運営権者が決定する。
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●施工管理体制、発注方法の見直し等により、管路耐震化のペースアップを
図り、水道事業の安心・安全を強化

●安心・安全の強化を図りつつ、効率的な事業運営により、組織全体として
大幅な事業費の圧縮

→・市民（お客さま）に新たな負担を求めることなく、管路耐震化ペースアップ
を実現

・加えて、さらなる水道料金の見直しを追求することも可能

17

４．運営権制度活用により期待される効果

公共施設等運営権制度を活用することにより、以下のような効果が生み出され

ることで、厳しい経営環境にある水道事業における課題を解決し、将来にわたる

事業持続性が確保できる。

（１）期待される効果
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５５km/年

65～70km/年

８０km/年

現行体制で
可能なペース
アップ方策

経営形態の
変更により

可能なペース
アップ方策

・請負者の拡充及び技術力強化のため、請負者との協力体制を構築

・請負者及び運営会社の体制強化や効率化のため、双方の責任区分を明確化

・設計・積算業務の効率化のため、単価契約方式を導入

・柔軟な価格交渉により競争性を促進するため、比較見積方式を導入

・業務の繁閑に応じた柔軟かつ大胆な人員配置による設計及び監督の体制増強

・工事費削減を促進するため、小規模工事のまとめ発注を採用

・工事着手時期の弾力化や手続の効率化のため、長期契約に基づく指示書方式へ変更

・民間事業者としての強みを生かした管路耐震化のペースアップの実現により、ライフラ

イン事業者として求められる社会的責任を果たす。

○運営会社単独で可能な方策

○請負者との協力体制の構築による方策

・ 契約済工事量の安定的な確保による円滑な工事進捗体制の構築

・ 工期遵守に関する請負者指導の徹底

・ 警察協議期間の短縮

・ 包括積算等の導入による設計及び積算の効率化

（H19-H24平均）

（２）管路耐震化ペースアップに向けた取り組み
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Ｈ34 Ｈ39 Ｈ44 Ｈ49 Ｈ54 Ｈ59Ｈ30

運営会社の収支シミュレーション

公営企業の収支シミュレーション

黒字を維持

赤字に陥る

19

（３）経営収支シミュレーション（平成27年８月試算）

① 収支シミュレーショングラフ
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・運営会社の収支シミュレーションでは、生産性・効率性の追求により、水需要減少傾向の中にあっても
事業期間の30年間黒字を確保できることが見込まれる。(公営企業の収支では期間後半に赤字発生)

経営形態見直しに伴う実質的なコスト削減メリット（30年間のキャッシュベース）

○コスト削減効果額
・職員の削減等による人件費の減

経営形態見直しに伴う業務量減や多様な雇用形態の活用により、さらなる職員数削減を
図るとともに、市長部局への段階的な転出等により職員数削減の前倒しを行う。

・整備事業費の圧縮による更新投資額の減
発注単位の大型化など工事契約手法等の見直しにより、整備事業費の５％の圧縮を図る。

・一般会計分担金の減等による物件費等の減
経営形態見直しに伴い、一般会計への共通経費負担の減や維持管理費の節減を図る。

○新たな負担の増
・法人税等の税負担

経営形態見直しにより、新たに法人税等の税負担が発生。

約 ９１０億円
約 ３００億円

約 ３００億円

約 ３１０億円

約 ▲５７０億円
約▲５７０億円

・なお、経営形態見直しに伴う実質的なコスト削減メリット（30年間のキャッシュベース）は次の通りである。
（金額は現時点での概算額）

20

② 収支シミュレーションの結果
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◆想定スケジュール案

27年度

制
度
設
計

実施契約書案準備

運
営
会
社
に
よ
る
業
務
開
始

予
算
、
条
例
等

運
営
権
設
定

議
決

運
営
会
社
の
設
立

関
連
条
例

の
改
廃

業務開始準備

規定作成、業務継承準備
子会社を含めた組織設計等

そ
の
他

30年度
4月

予
算
議
決

国の関係省庁等との協議、調整、許認可手続き

各種業務システムの構築

※新設株式会社に
運営権を付与する
ための議決

運
営
権
実
施

契
約
の
締
結

水
道
事
業
認
可

取
得
（
運
営
会
社
）

職員へ労働条件等提示、職員意向調査 等人
事
等

職員の転籍手続等

※運営会社へ
の運転資金、現
物出資額予算

労働組合との協議・交渉

9～10月

28年度

予
算
議
決

※運営会
社の運営
費用

実
施
契
約

素
案
（
骨
子
）

2～3月

会社設立手続き

水
道
事
業
等
設

置
条
例
の
改
正 ※会社設立、

実施契約書
作成 等

※運営権制度
を導入するため
の改正

実
施
プ
ラ
ン

案
修
正

労働条件等詳細検討

移管資産の調査等

実
施
契
約
案

公
営
、
準
公
営
企
業
会
計

決
算
報
告

21

29年度

予
算
議
決

2～3月補正予算 5月頃

実
施
方
針
案

修
正

8月

（４） スケジュール


